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【開催日】 令和元年６月１２日 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午後１時３０分～午後３時４８分 

【出席委員】 

総 務 文 教 常 任 委 員 会 産 業 建 設 常 任 委 員 会 

委 員 長 河 野 朋 子 委 員 長 中 村 博 行 

副 委 員 長 伊 場   勇 副 委 員 長 岡 山   明 

委     員 笹 木 慶 之 委 員 奥   良 秀 

委     員 髙 松 秀 樹 委 員 河 﨑 平 男 

委     員 長谷川 知 司 委 員 水 津   治 

委     員 宮 本 政 志 委 員 中 岡 英 二 

委     員 森 山 喜 久 委 員 藤 岡 修 美 

【欠席委員】 

なし 

【委員外出席議員等】 

議  長 小 野   泰 副  議  長 矢 田 松 夫 

【執行部出席者】 

副市長 古 川 博 三 教育長 長谷川   裕 

教育部長 尾 山 邦 彦 学校給食センター所長 山 本 修 一 

学校給食センター管理係長 和 田 英 樹 学校給食センター栄養指導係長 木 村 晶 子 

経済部長 河 口 修 司 経済部次長兼農林水産課長 深 井   篤 

農林水産課参与 多 田 敏 明 農林水産課参与 髙 橋 敏 明 

農林水産課農林係長 平   健太郎   

【事務局出席者】 

事務局長 沼 口   宏 議事係長 中 村 潤之介 

庶務調査係書記 光 永 直 樹   

【審査内容】 

１ 緊急を要する嘆願書について 
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午後１時３０分 開会 

 

河野朋子委員長 ただいまから、総務文教常任委員会、産業建設常任委員会の

連合審査会を開会します。よろしくお願いします。まず審査会の審査に

入る前に、これまでの経緯と言いますか、皆さん御承知と思いますけれ

ども、改めて少し確認したいと思います。そもそもこの連合審査会がな

ぜ開会されたかということについて、なかなか共通認識を持たれていな

いようなところもあるかと思いますので、その辺りを委員長として再確

認をしたいと思いますのでよろしくお願いします。まず３月１４日に給

食の納入業者から嘆願書が提出されました。これが総務委員会宛てでし

たので、総務委員会で給食の食材についてしっかりと調査すべきである

ということで取り上げようということにはなりましたが、そうは言いま

しても食材を納入するところが市場ということでありますので、市場に

深く関係してくるということもあって、総務委員会だけではこれは調査

が難しいということで、産業建設常任委員会に連合審査を申し入れたと

いうことで、相手側の委員会もそれを受け入れたということで連合審査

が成立しました。そういうところで４月の２４日に第１回目の連合審査

会を開会いたしましたところ、皆様も御存じのように、その中で質疑を

交わす中で、まだまだ確認できていない事項が多々あったということで、

解決していないといいますか、その調査は完了していないということで、

委員長としましては未確認のことを明らかにするために、少し時間を置

いて再開したいということを皆様にお伝えしたところです。ということ

で、この連合審査自体は継続しています。一回一回終わったわけではあ

りません。終了宣言もしておりませんので、今回が２回目ということで、

前回１回目の未確認のことに関しては、これを今回明らかにしてもらう

ということで本日開会しています。重ねてここで確認する必要はないか

と思いましたけれども、改めてここで少し述べさせてもらいました。と

いうことを前提にして、今回２回目の連合審査を進めたいと思いますの

で、先ほど言いましたように担当課におきましては、それぞれ確認がで

きていないことが幾つかありましたので、それを今回きちんと明らかに
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していただくということで報告を受けたいと思っています。よろしいで

すね。そういうふうな進め方をさせていただいて。（「はい」と呼ぶ者

あり） 

 

河﨑平男委員 前回、４月２４日に連合審査ということで審査をしましたが、

この中で連合審査会記録をずっとたどって確認を取られたらどうですか。 

 

河野朋子委員長 進め方についてですか。（「はい」と呼ぶ者あり）その辺り

は委員長としてそのようにはしたいと思っておりますが、一応そういう

進め方をさせていただくということを前提に、まずそれぞれの担当課か

らきちんと確認できたこと、進捗状況などについて説明を受けたいと思

いますので、まずは給食センター関係のほうですよね。今回資料も出し

ておられますので、この説明を合わせながらでよろしいですか。（「は

い」と呼ぶ者あり）それでは給食センターのほうから前回未確認であっ

たことについて事実関係、説明をお願いいたしたいと思います。 

 

山本学校給食センター所長 前回の連合審査会で、５月の連休明けに学校給食

センターのジャガイモに関する聞き取りを行うと答弁させていただきま

したが、その聞き取りが更に長引いたため、委員の皆様方に大変御迷惑

をお掛けしました。おわび申し上げます。大変申し訳ございませんでし

た。ジャガイモに関する聞き取りについては、６月７日金曜日と１０日

月曜日、１１日火曜日、関係三者から学校給食センターへのジャガイモ

の流通状況と納入の履行状況につきまして個別にお話を伺ったところで

す。その内容を資料１にまとめましたので御報告させていただきます。

まず初めに、表の見方を説明させていただきます。一番左側の質問事項

ですが、１番から６番まで、センターにおける納入状況について、時系

列的にその内容を示しています。左上１月３０日の欄を御覧いただけま

すでしょうか。１月３０日の使用日の欄は、学校給食でジャガイモを使

った日です。その下の納入業者とは、その日の青果物の納入業者。次の

納入時期とは、青果物の見積りにつきましては学校給食センターで月の
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前半、後半に分けて行っていますので、その表記を示したものです。左

側の質問項目、学校給食センターの見積り依頼の欄についてです。見積

りの依頼日が１２月１０日になっていますが、これは依頼日のことです。

ジャガイモを納入する日が１月３０日。特記仕様の欄ではジャガイモの

大きさを示しています。ここではなるべく２Ｌとしています。また、そ

の日に使う予定数量を１４９キロということで、学校給食センターから

納入業者に見積り依頼をした表記となっています。この見積内容に沿い

まして、卸売業者の小野田中央青果様から納入業者２社に参考価格が提

示されます。参考価格とは、この２月の１か月間にこのぐらいの量であ

れば、このくらいのジャガイモの価格になるよというものが卸売市場か

ら納入業者の方に示されるそうです。その内容を示したものなんですけ

ども、納入業者がそのとき提示した日、種類、大きさ、予定産地、予定

数量を表しています。１月３０日の欄で申し上げますと、小野田中央青

果様が納入業者に参考価格を提示した日が１月５日、提示した種類、大

きさがジャガイモ２ＬからＬ、予定産地が長崎他、予定数量が１５０キ

ロであるということです。質問項目２の欄、給食センターへの見積提出

の欄についてですが、ここでは参考見積りを受けて納入業者が学校給食

センターに出したジャガイモの見積りの内容となっています。１月３０

日の欄で申し上げますと、学校給食組合様が学校給食センターに見積り

を提出した日が１月８日、見積りしたジャガイモの種類、大きさがメー

クインの２Ｌ、見積りした産地が長崎産他、予定数量が１４９キロであ

ったということです。次の給食センター発注量は、見積りの結果、決定

した納入業者に発注したジャガイモの量です。この欄で申し上げますと、

学校給食センターから学校給食組合様にジャガイモを１４８キロ発注し

たということです。３の欄、卸売業者への発注日等についてです。学校

給食組合様が小野田中央青果様に発注した日、ジャガイモの種類、大き

さ、数量等です。４の質問事項の欄、卸売業者の仕入れについてでは、

学校給食組合様から発注を受けて小野田中央青果様が準備したジャガイ

モの種類、大きさ、産地、数量などを示しています。５の欄につきまし

ては、卸売業者が仕入れた注文品の検収についてという欄ですが、学校
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給食組合様が小野田中央青果から仕入れたジャガイモの検収内容、ジャ

ガイモの種類、大きさ、産地、数量等を示しています。続いて６の他市

場からの仕入れについてでは、納入先のほか、これまでと同様にジャガ

イモの種類、大きさ等を示すようになっています。このような聞き取り

を行った結果、３月５日付けで学校給食センターから商組様に文章で確

認させていただいた御回答のうち、不明な点がございましたが、今回の

聞き取りで確認することができました。まず、２月２０日の小野田中央

青果様が準備したジャガイモの数量について、商組様と小野田中央青果

様から頂いた数量に相違点がありました。詳しく申し上げますと、２月

２０日、商組様からは３６９キロの発注に対して３２０キロしか用意し

ていなかった。一方、小野田中央青果様からは３６９キロ準備したとい

うことでしたが、確認表の２月２０日の４の欄を見ていただきますと、

実際に小野田中央青果様は男爵の２Ｌと３Ｌを合わせて３７０キロ準備

したということになっていますが、実際、商組様が引き取られたのは男

爵の３Ｌの３２０キロのみということで、そこで相違点が生まれたとい

うことが分かりました。もう一点、１月の末に商組様から質の良いメー

クインがそろわないから男爵を納品したいと学校給食センターに申出が

ありまして、お受けしましたが、学校給食センターとしましては、発注

したメークインをなぜ男爵に変更したのかということが不明でした。そ

のことにつきまして商組様に確認したところ、昨年の２月に市内の学校

にメークインを納品したところ、数個芽が出たものがあったため、全品

返還となったことがあり、今年の冬も暖冬であったため、同じように芽

が出るのではないか、この時期のメークインの品質に保証ができないと

思われていたようです。あわせまして、昨年の１２月に学校給食センタ

ーに納品するために仕入れたメークインの中にも悪いものが混ざってい

たということで、メークインから男爵に変更したという説明をいただき

ました。最後に、この聞き取りに併せて学校給食センターに納入される

ジャガイモの品質についても聞き取りを行いました。４の欄、卸売業者

の仕入れについてというところで品質とあります。小野田中央青果様か

ら準備されたジャガイモの品質について、優、良、可、不可の４段階で
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聞き取りを行いましたが、準備されたメークイン、男爵について一部、

可という判断がありましたが、ほとんど優から良ということでした。同

様に商組様、学校給食組合様、小野田中央青果様から仕入れたジャガイ

モについてお伺いしたところ、２月２２日に一つ可というものがありま

すが、ほとんど良と判断されています。聞き取りの際に日々の検収状況

についてもお伺いしましたが、両社とも野菜を箱から出して、学校給食

センターに悪いものを納品しないように一つずつ検収作業を行っている

ということを伺いました。また、２月２０日から２８日まで商組様は他

市場から男爵を納入されていますが、これにつきましても発注した男爵

の大きさが準備されなかったことが原因であり、ジャガイモの品質が原

因ではないということも確認できました。学校給食センターでは、納入

業者に青果物は原則として山陽小野田市地方卸売市場から調達すること。

ただし、全量を調達できないときや発注仕様に適合した良質な食材を調

達できないときは、他市場から調達してもよい、としておりますが、他

市場から仕入れるときのやり取りと言いますか、約束事につきましては

何も記述したものがありませんでした。そういったことも前回の連合審

査会で御指摘を受けましたので、資料２の３にあります他市場から調達

するときのお約束事ということも、６月の見積りから追記させていただ

いたところです。今回のこの２月のジャガイモの納入につきましていろ

いろ課題がありましたが、学校給食センターの取扱いというか、運営に

も不明確なところがありましたので、引き続き青果物の納入業者の皆様

にも御意見、御協力を頂きながら改善していきたいと考えています。聞

き取りの結果は以上ですが、資料３の７ページ、８ページ、学校給食セ

ンターから学校給食組合様に対しての追加の回答と同じものが２枚付い

ていますが、７ページにつきましては、前の６ページ、学校給食センタ

ーから商組様に対する回答の添付資料となっています。同じものですが、

添付資料ですので加えて説明させていただきます。長々と申し訳ありま

せん。以上です。 

 

河野朋子委員長 資料１と２について説明がありました。３以降について何か
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説明はありますか。 

 

山本学校給食センター所長 前回の連合審査会で質問、要望書と公開質問状の

未回答のものがありましたので、今回、資料として追加させていただい

ています。あわせて、その連合審査会以降におきましても要望書を頂い

ていますので、その質問、要望書内容、回答を追加資料として提出して

います。 

 

河野朋子委員長 今、給食センターから事実確認についての説明がありました

が、これについてまず質疑を行いますか。結局、聞き取りをした結果、

こういうふうに一覧にはしていただいていますが、センターとして結論

と言いますかね、判断というか、その辺りはどうなんでしょうか。 

 

山本学校給食センター所長 もともとこの聞き取りにつきましては、先ほど申

し上げましたが、３月頭に学校給食センターから、表記の問題があった

んですが商組様のほうに質問状ということで御質問をさせていただいて、

御回答していただいた中に、数量の相違があったということで、改めて

ジャガイモの納入につきまして、流通、取引の内容を再度確認してみよ

うということで、このように一覧表にまとめました。実際、先ほども申

し上げましたが、我々としましては品質がどうだったのかということも

併せて伺いたかったので、今回改めてお伺いしました。その結果、納入

業者様もセンターに悪いものを入れないために一つずつ確認しているん

だということも確認できましたし、ジャガイモの納入というか、数量に

つきましては、男爵の２Ｌ、３Ｌというものがあって、我々が聞き取っ

た納入量と食い違いがあったということも確認できましたので、センタ

ーとしては問題というか、不明だった点が解明できたということです。 

 

河野朋子委員長 センターに入るものについては良品が入っているという判断

もされたということですけれども、それと資料２の３点目。これを加え

ることによって、いろいろな今回のようなトラブルが防げるというふう
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なことで、改善点として出されたわけですよね。センターとしての総括

といいますか、大体お聞きのような経緯だったようには思いますが、そ

の辺について何かまだ不明な点とか、質疑があるようであれば、受けま

すが、いかがですか。 

 

伊場勇副委員長 ジャガイモのことについてはよく調べていただいたなという

ふうに思いますが、まず、資料１のところで、２月２２日の下のところ

の納入業者が仕入れた注文品の検収についてで、可、小さいというとこ

ろを少しもうちょっと説明してほしいんですけれど。 

 

山本学校給食センター所長 これにつきましては学校給食センターから商組の

ほうに、当日納入されたジャガイモが２Ｌ、３Ｌとなっていますが、そ

れよりも小さいものが多々入っていたということで、センターの栄養士

から商組様のほうに注意を申し上げました。商組様のほうも発注したは

ずの３Ｌの男爵がそろっていなかったということが十分分かっていらっ

しゃったようで、このときの検収については２Ｌの男爵でありながらも

大きさはまばらであったことから可、小さいと判断されたということと

思っています。 

 

伊場勇副委員長 その要因は何なんでしょうか。 

 

山本学校給食センター所長 センターとしては把握できてないことなんですけ

れども、実際に商組様が小野田中央青果様に男爵の３Ｌを注文されたの

に、そうではなかったということと思います。 

 

伊場勇副委員長 そこまでは把握していないというところなんですが、資料２

に追記したように、この日は他市場からもものが入っている日で、事前

に相談することというところは取り決めたようですが、このときは事前

に取り決めていなかったというところですね。 
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山本学校給食センター所長 そのとおりです。 

 

伊場勇副委員長 それでは聞き取りの際に、例えば事前に相談とかがもしあっ

て、発注するものとかの確認を事前にできたのであれば、こういったこ

とはなかったというふうに考えることもできますか。 

 

山本学校給食センター所長 このたびの聞き取りで商組様とも実際お話しさせ

ていただいたんですが、やはり原則ということは商組様も十分御承知で、

ただ、私どもが他市場から仕入れたときに報告してくださいということ

は、確かにどこにも記載してなかったということで、そのような義務が

あるとは思ってなかったということを言われました。ですので、そのや

り取りとの中で私からお願いしたということは、今後このようなことが

ないようにやりましょうと、再度同じことを繰り返されないようにやり

ましょうということを両者で確認したところです。 

 

中岡英二委員 資料１について質問します。先ほどからジャガイモには等階級

というのがあって、階級の３Ｌにこだわって言われていますが、私が見

た限り、秀、優というのが箱には明示されています。そういった中で品

質は優から良、可、不可とありますが、なぜ秀にこだわってないのかお

聞きします。 

 

山本学校給食センター所長 給食センターとしましては一番良い優のものを頂

きたいんですが、納入業者様の御判断が良であったということではない

かと解釈しています。当然一番良いものを給食センターは望んでいます。

ただ、この日に入ったものがこのような状況であったということです。 

 

中岡英二委員 やはり、秀、優、良と等階級にはあります。その中で秀を指定

すべきだと思います。優じゃあ駄目です。秀というのがたくさんありま

すから、それにこだわって、その中で悪いもの、小さいものは見た目で

判断されたほうがいい。秀３Ｌだったら秀の３Ｌと明記されて注文され
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るべきだと思います。 

 

山本学校給食センター所長 今の学校給食センターの仕様書にサイズ、大きさ

はメークインの２Ｌという記載のみです。品質の秀につきましては、今

のところ規定はしていませんが、実際、書いてあるものをお読みします。

シャガイモについては放射線照射発芽防止剤不使用のもの。発芽、緑色

や変色部のないもの。中が傷んでないもの。青果物の全般につきまして

は、異物混入、変質、腐敗、害虫等がないもの、品質良好なものとして

います。委員が言われました秀、優という品質の水準は記載がありませ

んので、今後検討させていただきたいと思います。 

 

中岡英二委員 是非とも検討してください。資料２の中で１番、ただし、当該

市場のみで全量調達できないときというのは、多分、事前にはその数量

がそろわなかったというのは分からなかったと思うんですよ。当日にな

って小野田中央青果さんがそろえられなかった。そして急きょ、宇部で

仕入れられて、その報告が遅れたというだけの話ではないかと私は思い

ますが、事前にものがそろわないよという相談というのはないと思いま

す。当日、緊急にそういうことが起こって報告が遅れたのだと思います

が、その辺の対応というのは、もう少し寛容にしていただきたいと思い

ますが、どう思われますか。 

 

山本学校給食センター所長 これにつきましては学校給食センターに納入する

前日に市場のほうに納品があって、それを検収されるから、そこで分か

るのではないかということで、そのように表記させていただいたんです

が、当然そのような事態も考えられると思いますので、今は３番のとこ

ろで事前に相談することと書いてありますが、事後でも良いかなと、委

員さんの意見で思いましたので検討したいと思っています。 

 

髙松秀樹委員 表に品質とあるじゃないですか。４番の仕入れの品質、優から

良と書いてあるんですよね。ここは中岡議員も言われましたように秀、
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優、良、不可であるんですよね。その中の優から良と箱に印鑑が押して

あるそのことですか。次に５番の卸売業者に検品、品質が良とあります

が、これは検品したときの品質になるんですか。それとも違うんですか。 

 

山本学校給食センター所長 これにつきましては給食センターから聞き取りの

際に優、良、可、不可の４段階で御判断くださいとお願いしましたので、

このような表記になっています。実際、箱に打ってある品質ではなくて、

卸売業者の方、納入業者の方が目で見られた判断ということです。 

 

髙松秀樹委員 この前の連合審査会では市場、中央青果は個々の検品をしない

という話があったんですよ。だからセンターが答えるべき問題なくて、

市場のほうが答えられたほうがいいんじゃないですかね。 

 

河野朋子委員長 ５番は納入業者が判断したところでしょう。どうなんですか。 

 

山本学校給食センター所長 ５番につきましては納入業者、４番は中央青果の

判断です。 

 

河野朋子委員長 そこが違うのはなぜかというところもあると思うんですけど。

納入業者は実際見て良と判断したわけでしょ。４番は誰が何を見て判断

したんですか。 

 

山本学校給食センター所長 ４番は中央青果様が準備されたものを見て判断さ

れた。 

 

河野朋子委員長 実物を見てですか。 

 

山本学校給食センター所長 はい。判断したというか聞き取りの際、我々がこ

の４段階で判断してくださいとしたということです。 
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髙松秀樹委員 分かりました。このジャガイモの件だけなんですけれど、優か

ら良を仕入れたと書いていますよね。でも、卸売業者が検品したら良で

したと。良と言ったらいいのかなと思ったら、聞くと、秀、優、良、不

可。つまり、不可の一つ前の商品がずっと入っているという確認ですけ

ど、いいですか。 

 

山本学校給食センター所長 今回お願いした判断が４段階ありまして、優、良、

可、不可の４段階です。 

 

岡山明委員 前回の連合審査のときに言われたのが、男爵、メークインという

種類の判断が出たんですけれど、表１で、どういうふうな形でメークイ

ンから男爵に変わったかといういきさつをお願いしたい。 

 

河野朋子委員長 先ほど説明があった部分をもう一度お願いします。 

 

山本学校給食センター所長 給食センターが稼働する前の２月、平成３０年の

２月に商組様が市内の学校にメークインを卸されたときに、幾つか芽が

出たものがあったと。そのような状態のジャガイモだったので全品交換

となったということと、昨年の１２月、給食センターが稼働した後の１

２月ですが、そのときに商組様がそろえたジャガイモの中に悪いものが

あったと。今年の冬が暖冬であったため、さらにジャガイモの芽も動く

だろうということで、そんな品質保証できないものは納入できないと判

断されたということで、メークインから男爵に変更したということです。 

 

中岡英二委員 今言われた答弁の中で、業者さんが１２月、２月にメークイン

に芽が出ていたということは事実です。昨年も一昨年もありました。だ

から、そういうのは業者さんの判断で、バレイショに切り替えるとかや

られたほうがいいのかなと思います。もちろん業者さんも事前に学校給

食センターのほう連絡をして、芽が出たからやり替えたいんですがとい

う報告はすべきだと思います。だから、業者さんの経験を多少生かしな
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がら納品をされたほうがいいと思いますが、どう思われますか。 

 

山本学校給食センター所長 実際委員さんが言われたようにジャガイモにつき

ましても、メークインでもいろいろ種類があるようです。我々としまし

ても下処理の関係で時間が掛かること。あと煮崩れしてしまうこととい

うことで、男爵ではなくメークインというふうにさせていただいている

んですが、いろいろな納入業者の方からお話を伺いますと、メークイン

の中でもいろいろ品種があって、２月のこの時期に対応できるものがあ

るのではないかと御提案を頂きました。あわせて、カットものを使えば

対応できるのではないかという提案を頂きましたので、来年の２月はこ

ういう状況がないように給食センターも考えていきたいと思っています。 

 

河野朋子委員長 センターになったことによって、今まで親子方式とか、自校

方式でやってきたことと随分想定してきたことと、課題が見えてきたと

いうことは明らかだと思うんですが、それに対しては一つずつ解決して

いってほしいと思いますが、今回の問題について報告があった中につい

て何か質疑があれば受けますが、何かありますか。 

 

河﨑平男委員 分からない点がありますのでお聞きします。卸売業者は仕入れ

るときに等級については、優、良、可、不可ではないんじゃないですか。

分かるんじゃないんですか。なぜ、秀、青秀と分かっているのになぜ優、

良、可、不可になるんですか。 

 

河野朋子委員長 聞き取りでなぜそういう違いのある４段階で聞いたのかとい

う質問です。 

 

山本学校給食センター所長 これも私の知識不足で、秀などの品質があるとい

うのは知識として持っていませんでした。一般的な判断として優、良、

可、不可の４段階で御判断いただきたいということで、中央青果様にも

お願いした結果、このような報告になったということです。 
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河﨑平男委員 そうしたら、卸売業者が手加減でできますよね。仕入れる等級

が秀とか青秀あるんだったら、これを基本にやるべきではないんですか。 

 

山本学校給食センター所長 申し訳ございません。私の認識不足で今回はでき

ませんでした。今の仕様書ではシャガイモの大きさしかありませんでし

た。先ほど委員から御提案がありましたが、品質につきましても仕様書

の中に取り入れたいと考えています。 

 

河野朋子委員長 今のをお聞きしますと４番と５番の品質のところについては、

聞き取りはきちんと行われたと思いますが、その辺の基準が曖昧なので、

品質の評価がどうなのかというところは少しあったかなとは思います。

今後そういうことをされるときは、基準を統一することが必要だと思い

ました。給食センター関係について何かありますか。センターとしては

資料２の３番の項目を追加したことによって、今後、今回のようなこと

が起きないふうに改善として上げられたということでいいですか。ほか

に何か今回のことについて出た問題を解決するために新たにこういうふ

うにするという取組を考えられていますか。 

 

山本学校給食センター所長 仕様書には明記してあるんですが、見積りの段階

でシャガイモという表記をしていたためにこのような間違いもあったの

かなと。今は見積りの段階ではメークインとちゃんと品種を書いていま

す。あわせて、今回の聞き取りの際にジャガイモのように野菜の種類を

書くことによって、ほかに別の品種といいますか、そういった青果物が

あるかどうかということも聞き取りましたが、ジャガイモ以外はそうい

ったものはないだろうとの意見を頂きました。ですので、今後につきま

してはこのような間違いというか、不明確になっているものはないと判

断しております。 

 

河野朋子委員長 ほかにセンターに関してありますか。よろしいですか。よろ
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しければ、市場のほうの事実関係の確認ができていない部分の報告をお

願いしたいと思いますが、よろしくお願いします。 

 

髙橋農林水産課参与 それでは、前回の資料３から８までについて御報告申し

上げます。結論をまず申し上げたいと思います。入荷、出荷の管理票、

販売原票を確認し、社員さんの聞き取り調査を行った結果、取引につい

て資料の記載のとおりということを確認しました。なお、傷んだ商品は

原則交換としているところでありましたが、資料４ミカンの関係ですが、

これの追加注文として、また代金を請求したという理由は、大変申し訳

ありませんが、これについては分かりませんでした。この対応をした担

当といいますか、それは前社長であったであろうと思われます。どうい

ったやり取りがあったかというのは確認ができなかった。社員さんでは

分からなかった。先ほど申し上げましたように傷んだ商品は原則交換を

している。過去もしていたし、センター以降もしているという状況が見

て取れたのですが、この案件だけは確認が取れなかった、分からなかっ

たということです。詳細等は後ほどまた御質問があったときにお答えし

たいと思います。 

 

河野朋子委員長 報告がありましたけれども、こういった事実としてそういう

指摘のようなことがあったということは事実ですが、交換のときの代金

についてのことは不明というか、まだ確認ができないという報告でよろ

しいですかね。（「はい」と呼ぶ者あり）そのような報告を受けました

ので、ここからは市場について、今の報告の内容について委員から質疑

を受けたいと思います。 

 

伊場勇副委員長 資料４の代金請求のことなんですけども、確認ができません、

よく分かりませんでしたで、もうこのまま終わってしまうんでしょうか。 

 

髙橋農林水産課参与 市場長が申し上げるのもなんですが、商品を交換という

ことは不可能でございますので、一つの考え方とすれば、代金の返金を
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するというのは妥当な手法ではなかろうかということは考えています。

（発言する者あり）少し足りなかったかもしれませんが、そもそも追加

した注文というものが、傷んでいたので交換したということからします

と交換することが当然であると。だから、代金の請求というものは通常

発生しないものであろうという判断を私がしたということです。となり

ますと、その支払っていただいた代金を相手方のほうに返金をするとい

うことも一つの手法ではなかろうかということです。 

 

伊場勇副委員長 要は代金を支払って追加で業者が買われたんですよね。その

証拠というか、そういうのは残っていて、分かるもんなんじゃないんで

すか。 

 

髙橋農林水産課参与 そうです。こちら会社のほうが納入業者さんに代金の請

求をしており、その代金もお支払されていますので、会社のほうが納入

業者さんにその代金を返金するという手法も一つではなかろうかという

ことです。 

 

河野朋子委員長 先ほど不明ですと言われたのは、そういった事実関係につい

てということですか。事実はあるけれども本人に確認していないという

ことなんでしょうか。その辺りをどうぞ。 

 

髙橋農林水産課参与 先ほど申し上げましたように、記載されるものは事実で

す。それは請求書、その他伝票、そういったもので確認が取れていると

いう前提です。ただ、なぜ追加商品の代金を請求したかということが分

からない。通常は交換であると。商品の交換が原則であるというそうい

ったスタンスからです。そして、それについてどうするかということを

考えるところ、会社ではありませんので、私が直接お話しするべきこと

ではないかもしれませんが、頂いた金額は返金するということが妥当で

はないか、それが一つの手法ではないかということを、市場長として判

断をしたということです。 
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河野朋子委員長 ということです。そういった事実があったということも請求

書などから明らかになったということです。いかがですか。ほかに質疑

がありますか。結局この件だけですか。それ以外にこういった同じよう

な件があるかどうかについては調査をされていますか。 

 

髙橋農林水産課参与 原則交換ですので、それに応じていると。追加でこうい

った請求をしたということはないというふうに理解しています。 

 

伊場勇副委員長 前回の連合審査の中で、資料８のリンゴのことも言われたと

思います。産地が違えば値段も違うんじゃないかと。そういったところ

の把握を確認されるということだったんですけど、その辺の御答弁をお

願いします。 

 

髙橋農林水産課参与 まずセンターへの納入の果物についての等級の基準とそ

ういったものが秀以上であるというお話しを伺っているということで、

青秀と秀のサンふじというリンゴを納めております。青秀のほうがやや

値段は高いです。青秀と秀を比べますと青秀のほうが値段が高いという

ことです。 

 

髙松秀樹委員 それでは資料の３、小松菜の話です。前回の連合審査では、７

時半を過ぎていましたと、納品が。これはいわゆる事故ですよね。時間

になって届かないと。我々は給食センターの話をしますと、子供たちに

決まった時間に給食が提供できないと大問題だと思います。まず、小松

菜のほうがこの時間を過ぎていたということですが、こういうことはよ

くあることなのか。なぜ、このときは遅れたのかをお願いします。 

 

髙橋農林水産課参与 小松菜に関しましては１８日の納品であったと。まず、

数量から言いましょう。小松菜５０キロを注文されたと。納品の前日の

１７日に買い付けに行っています。買い付けに行った際に５０キロのう
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ち２０キロを買い付けて帰った。残りについては１８日の日に受け取っ

て、買い付けから帰ってお渡しするということにしていたようですが、

１８日、買い付けに行ったところ商品がそろっていなかったということ

が判明しました。そこで早急に揃えていただくよう依頼を掛けて、会社

のほうに戻ってきた。その関係で残りの商品が全て揃ったのが７時半以

降８時までの間であった。これにつきましては１４日に、１８日に要る

という注文書等を流しており、また１７日にも現場に行ってそういう話

をしていた中で、１８日に揃っていなかったということがありますので、

いずれにしましても商品の一部は受け取れなかったということにつきま

しては、会社と購入先との確認連絡体制が不十分であったということで、

その辺りについては会社に十分に注意したところです。なお、商組さん

には大変御迷惑をお掛けしましたし、申し訳ないと思っています。 

 

森山喜久委員 答弁の中に９月１７日買い付けというふうに言われたと思うん

ですけれど、中央青果が納品してもらうのではなくて、中央青果が買い

付けに行ったということでよろしいんでしょうか。 

 

髙橋農林水産課参与 商品の中では委託商品と買い付け商品がありますが、こ

の小松菜については買い付けに行ったということです。 

 

髙松秀樹委員 資料４の傷んだミカンの話で先ほど説明があったんですが、先

ほどは場長の立場から、支払をするのも手法の一つだと思いますという

ことなんですが、これは中央青果の話なんですが、場長はそれ以上踏み

込めないということでよろしいんですか。 

 

髙橋農林水産課参与 そうです。ただ、あくまでも悪い商品は交換が原則とい

うスタンスというものはしっかりと守っていただくというところであり

まして、先ほど私が申し上げましたのは、こういった一つの手法もある

のではないかという例を示しただけです。 
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髙松秀樹委員 たまたま中央青果の社長もいらっしゃいますが、これは中央青

果として何かお考えがあるんですか。 

 

深井経済部次長兼農林水産課長 中央青果の社長も兼ねていますけれども、今

ここには中央青果の社長という立場ではなくて、市の執行部の立場でい

ますので、社長の立場として答えるものについては、回答は控えさせて

いただきたいと思います。 

 

髙松秀樹委員 そうですか。産建の委員会で、深井さんは次長の立場と社長の

立場を混在されて答弁していましたので、今回も僕は答弁されると思っ

て今の質問したんですが、それならそれで結構です。 

 

中岡英二委員 資料４の腐ったミカンについてお聞きしますが、これは小野田

中央青果でどなたが確認されていますか。 

 

髙橋農林水産課参与 多分と申し上げたら大変申し訳ありませんが、前社長で

はなかろうかと推測されます。 

 

中岡英二委員 前社長が見られて放置していたということなんでしょうけど、

３月２０日以降、代表取締役も代わられて、こういうことがないように

ということで、前回こういう悪いものが出たらどのように対処していく

かということをお聞きしたと思うんですが、３月２０日以降、もしこう

いう商品が出たら、出ているか出ていないか分かりませんが、どのよう

に対応していくつもりですか。 

 

髙橋農林水産課参与 これまでもそうでしたが、そういった傷んだ商品という

ものは写真を撮って購入先のほうへ、こういった商品があったという報

告なり、取引上の話になりますので、そういったことはしていたようで

すが、ただ、その後は取引の関係でどういった商売の仕方をして、その

傷んだ商品に対して小野田中央青果が相手方の購入先と交渉したかとい
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うことは定かではありませんが、そういった写真を見せての報告なりい

ろいろ協議をしていたようですので、今後は御指摘を頂いて、その写真

を含めて、いつ入荷したもの、産地はどこ、いつ出荷したもの、そうい

ったものが分かる形できちんとファイルで残していって、そうすれば、

市場管理者としてもそれを確認することができますので、そういった手

法を取るように会社のほうとお話をしたところです。 

 

髙松秀樹委員 次は資料６のいわゆる腐ったキャベツの話です。髙橋場長は前

回このことについて、全て日付とか入っていますので会社のほうで確認

させていただくということでお答えしたいと思いますと。つまり、この

キャベツが事実どうだったのかということをお願いします。 

 

髙橋農林水産課参与 この使用日につきましては１２月６日、１７ケースのキ

ャベツが出ています。この商品は県内産の委託商品、出荷されたもので

す。それを販売したもので、入荷日から数日が経過していたものと判断

されます。入荷の状況は１１月２６日、１１月３０日、それぞれ４９ケ

ース、２７ケースというものが入荷されています。そのうち６日の日に

１７ケースが使用されていた。１１月３０日に入荷された商品が販売さ

れたとすれば、それでも数日たっているということです。冷蔵庫での保

管ではありますが。こういった商品の良し悪し、これは中央青果として

十分に確認の上に販売することときつく指導したところです。 

 

髙松秀樹委員 １１月２６日と１１月３０日に入荷をして、１２月６日に出荷

をした。素人なんで分かりませんが、１週間以上空いていますが、これ

は通常こういうふうな納品をされるんですか。 

 

髙橋農林水産課参与 ３０日の２７ケース入ったうちの１７ケース使ったとい

うことになれば６日になりますが、県内産の委託商品ということで、そ

れを使用しようと卸売業者が考えたかもしれませんが、なるべくそうい

った期間というものは短いほうが当然よろしいかと思います。 
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髙松秀樹委員 髙橋場長の仕事は市場内を管理するというふうに思っています

が、そこは違いますか。全体的な管理をするということで。 

 

髙橋農林水産課参与 全体というものが具体的にどういうものかというのはち

ょっと分かりかねますが、全体を管理しているという意識です。 

 

髙松秀樹委員 市の場長が市の給食センターに納入する青果物がこのキャベツ

のような状況であったというのは非常に問題があると思っています。つ

まり、管理をきっちりされてないんじゃないかなという気がして、これ

が嘆願書によると氷山の一角だと書いてあります。これが本当に氷山の

一角だったら、非常にゆゆしき問題で、子供たちの口に一体どういうも

のが入っているのかというのは確かにありますが、先ほどから給食セン

ターのほうはしっかり検品はされているということで、しっかりした青

果物が子供たちの口に入っているという認識ではいるんですが、結局、

その中間にいる納入業者にしわ寄せが行っている構図がどうも思えてき

て。なぜそうなったかというと、もちろん中央青果の問題が第一、次に

市場の問題が第二としてあるような気がします。場長はこの嘆願書を見

られて、どういうふうにお思いなのかなという気がしていますが、いか

がですか。 

 

髙橋農林水産課参与 率直に申し上げまして、もう少し会社と各業者さん、そ

ういった皆さん方のお話といいますか、以前、現職でいましたときに市

場の中の風通しという言葉をよく使っておりましたが、そういった風通

しが良い職場環境であり、会社環境であり、そういった皆さんとの環境

というものが整って行けば、良い市場に近づいていくのではないかなと

考えております。ただいろいろ商品を集める際に買受人さんにいろいろ

な御迷惑をお掛けしているという事実もありますので、そういったもの

は真摯に受けとめていただく必要はあろうし、私としても市場全体の雰

囲気といいますか、そういった風通しが良くなるように努めていきたい
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と思っています。 

 

髙松秀樹委員 前社長が辞められて、深井社長に代わられましたが、そこの風

通しは良くなったんですか。 

 

髙橋農林水産課参与 現場は私の目ではトラブル等もなく、皆さんおいでにな

っていますし、楽しくやられているのではなかろうかという印象を受け

ています。 

 

髙松秀樹委員 給食センターになると思うんですが、現在給食食材、青果物の

落札率は幾らですか。 

 

河野朋子委員長 今分かりますか。 

 

山本学校給食センター所長 今の青果物の納入業者の決定につきましては、１

日の青果物の総価格が安いほう、１日の青果物のトータルの野菜の金額

が安いほうということで、給食センターのほうで予定価格を設けていま

せん。落札率というのはどのようなことですか。 

 

髙松秀樹委員 中央青果が納入業者に入れる値段と納入業者が給食センターに

入れる値段がありますよね。学校給食については学校給食センターにな

る前は年間５，０００万円のトータルの売上げがあったというふうに思

っています。最近の動向を見ると非常に安く納入していて、給食費が抑

えられている状況になっているんじゃないかと思いますけれど、給食セ

ンターはもちろんその辺を御存じじゃないと、保護者から給食費を集め

ているわけでしょ。それから出るのを引くんでしょ。余るでしょう、普

通なら。だって利益取っていないんでしょう。商組も学校給食組合も。

そこを認識されているはずなんですけど、今分かりませんか。 

 

山本学校給食センター所長 実際、中央青果さんの価格というのはセンターで



 23 

は把握していません。 

 

髙松秀樹委員 そうしたら、保護者から集めた金額がありますよね、給食費。

月計算して、それから学校給食センターになる前の青果物の金額と今の

青果物の差額が出ますよね。 

 

河野朋子委員長 そういった計算はしていますか。 

 

山本学校給食センター所長 申し訳ありません。その金額は今不明です。 

 

髙松秀樹委員 金額が分からなくて、どうやって発注されるんです。保護者か

ら集めたお金は分かるじゃないですか。出るお金が分からんと。差額出

るじゃないですか。だからその差額はデザートになっているんですか。

それとも食材が良くなっているんですか。でも、食材が良くなっている

とは思えないわけですよ。保護者に返すんですかということです。 

 

山本学校給食センター所長 給食費を集めています。実質出る差額が多ければ

保護者の方に返還するというふうになろうかと思いますが、委員さんが

言われたように野菜が競争見積りで安くなっているのは確かです。以前

の各学校の調理場で仕入れた額よりも、センターで仕入れるほうが多分

安いのではないかというのは十分認識しています。その分につきまして

は、より良いものが給食センターにより良い野菜が入っているというこ

とと、品目も使う野菜の量を増やすとか、そういったバラエティに富ん

だようなことが今できているのではないか、以前に比べて使う野菜が増

えているとか、そういったことになっていると思います。 

 

髙松秀樹委員 所長、「と思います」とは、「ではないか」という発言ですよ

ね。恐らくそうかもしれないですけど、特に心配しているのはカット野

菜が最近多いですよね。カット野菜は値段が高めなんですよ。それを値

段調整で多用してないですよねというのも含めて、給食センターで調整
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してもらったら困るんですよ、そこは。 

 

山本学校給食センター所長 実際カット野菜を使っています。特にセンター稼

働時につきましては、まだ調理員も要領をつかめていません。全体の流

れもどうなるかは分からないという状況で、下処理の野菜のカットとい

うものは多く使っていました。ただ、現在はそのようなカット野菜を使

う量もなるべく減らそうと。あとカット野菜を使うときは全体の調理員

の数とか、あと下処理の手間が掛かるようなときにカットをお願いして

いる状況でして、決して金額を調整するためにカット野菜を使っている

ということはありません。 

 

髙松秀樹委員 納入業者から聞いた話なんで数字の事実確認をしていませんが、

学校給食センターになる前、親子方式の時代は学校給食における粗利率

が１５％から２０％あったと聞いています。今回、業者に聞き取りをす

ると、学校給食センターの入札が始まってから１％～５％になっている

と。つまり１５％ぐらい違うんですよ。１５％ぐらい違うということは

同じ青果物を取り扱ったときに１５％お金が余るんです。それを学校給

食センターがきちんと認識をされて、発注をしているのか。認識をされ

てお金が余るから、例えばカット野菜を導入しようとかそういうことに

なっていないのか。つまり、子供たちの口に入るものがちゃんとなって

いるのかというのが危惧されるところなので、もちろんなってなければ

なってないで結構なんですが、今所長は今そこの数字を把握できてない

ということなので、それはどっかでしっかり把握をされないと、これは

恐らく市場の話ではないので。給食センターの話なので、しっかりやっ

てほしいと思いますけどいかがですか。 

 

河野朋子委員長 これは今言われるように、ここで審査する内容と少し、セン

ター独自の問題の話なので、その辺りは今後の調査の対象になるかなと

思いますけど、総務委員会としてですね。 
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山本学校給食センター所長 実際、私が把握していませんので、持ち帰って調

べさせてください。 

 

河野朋子委員長 そういった投げ掛けもありましたので、また、その辺りの数

字も改めて示していただけたらと思います。では、本題に戻りますが、

今回の嘆願書に基づく調査の中で、市場に関してのところで、何か質疑

があれば受けますが、よろしいですか。給食センターに関しては、今後

解決するための方策というのを先ほど一点示されました。市場について

も先ほど少し言われました、社長の交代。それから原則をきちんと守る

ようにというようなことは言われたんですが、何か新たに今回こういっ

たことが、事実が分かって、今後そういうことが起こらないようにする

ための方策というか、具体的に何かここで示していただくことがあれば

お願いいたします。 

    

髙橋農林水産課参与 特に今回の例で分かりましたのは、購入先との連絡調整

というのが不十分であったのではなかろうかと。そういった相談事もし

っかりとできていなかったのではないかというところが一点。また、不

良品や傷んだ商品というもののファイリング、先ほど申し上げましたよ

うに、そういった資料としてきちんと会社のほうに残していくという、

それを一つの目安として、今後気を付けていくということにもつながっ

ていこうと思います。あくまでも良い商品を仕入れる段階からよく確認

をして、当然、買受人さんにお渡しする際にもしっかりと確認をした形

でお渡しできるような体制を取っていただきたいという、そういった注

意喚起なり指導なりをしたところでありますが、さらにそういったもの

に力を入れていきたいというところです。 

 

髙松秀樹委員 確認をすることをというのは、中央青果に確認をしなさいとい

う意味ですか。 

 

髙橋農林水産課参与 まずは卸売業者としての責任があると思っています。私
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も市場内に並んでいる商品は目を通していますが、見つけた場合には注

意をしたこともあります。あくまでも卸売業者としてしっかりとした商

品を販売していただくということが第一であろうと考えています。 

 

髙松秀樹委員 しっかりとしたという言葉を使われましたが、前回の答弁では

人数が少ないからしっかりとそこが確認できませんと。あくまでも納入

業者が検品も含めてやってくださいということでしたが、今後は中央青

果で商品の確認をしっかりやっていくということですね。 

 

髙橋農林水産課参与 給食の納品つきましては納入業者さんが一個一個確実に

調べていらっしゃいます。その商品を全て社員でやるということは、そ

ういう受け取り方をされましたことはちょっと私の発言の内容がまずか

ったと思っていますので反省させてください。社員が全てそういったも

のを確実に検品するという体制ではありません。ただ、渡す際にはそれ

なりの確認をしながらお渡ししていく、あるいは納入業者さんから指摘

を受けた場合には速やかに対応していくということであろうと思います。 

 

髙松秀樹委員 いろいろ話を聞いてみると多くの問題は中央青果にあるという

ふうに思っています。もちろん市場にもあるんですが、そうなると中央

青果に対しては我々が質問できないということですが、取締役もいらっ

しゃるので質問できると思いますが、あえて質問しませんけど、場長は

中央青果に対して指導監督をより強めていくというふうに理解してよろ

しいですか。 

 

髙橋農林水産課参与 頑張りたいと思います。 

 

森山喜久委員 先ほど検品の話があったんですけど、検品の責任は中央青果に

あるんですかね。それとも市場長にあるんですか。どこにあるんですか。 

 

髙橋農林水産課参与 市場長にはないと思います。検品の責任はやはり購入者
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に掛かってくると思います。となりますと当然、納入業者さんに掛かっ

てくる場合が多くありますので、それは、結局は卸売業者がどういう商

品を卸したかというところにも掛かってくると思いますので、それぞれ

のケース・バイ・ケースということになろうかと思います。 

 

森山喜久委員 卸売御者に検品の責任があるんじゃないですか。要は物品が納

品されたときに、要はめくら印なんですか。それとも物品の例えば数量

の確認とか品質の確認とかするのは、どなたがされているんですか。 

 

髙橋農林水産課参与 卸売業者です。 

 

河野朋子委員長 卸売業者ということでいいんですか。答弁がはっきりしてい

ませんけど最終的に卸売業者ということでいいんですかね。どうなんで

すか。じゃあ卸売業者ということでいいんですね。 

 

森山喜久委員 先ほどめくら印と言った分はちょっと訂正させてもらいますけ

れど、再度の確認なんですけど、先ほど購入者がやっぱり責任を持って

検品すると言われたように、産地から、出荷者から来た品物に対しては

卸売業者が責任を持って検品するということでよろしいですよね。 

 

髙橋農林水産課参与 全てのものを会社のほうで検品できるかというと、それ

はなかなか難しい。だから、販売した際に販売した商品に対して責任を

取るという形ではなかろうかと。それが一番適当な、卸売業者としての

対応ではなかろうかというふうに考えます。 

 

森山喜久委員 執行部のほうは今まで条例の関係を言われていたんですけど、

条例の第４３条の分で言ったら受託物品の検収という形で卸売業者がや

るっていうふうに、検収を確実に行うというふうに書いてあるんですけ

ど、その辺はどういうふうな認識でしょうか。 
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河野朋子委員長 条例との整合性はいかがですかという質問ですがどうなんで

すか。今の件に関して条例にそのようにあるけれども、卸売業者に検品

の責任が明記してあるがどうかという質問に対して、部長は答えられま

すか。市の条例にありますがいかがでしょうか。長くなりましたのでこ

こで１０分間休憩します。 

 

午後３時３分 休憩 

 

午後３時１４分 再開 

 

河野朋子委員長 それでは、委員会を再開します。 

 

森山喜久委員 改めて条例の条文を読ませていただけたらと思います。「第４

３条卸売業者は受託物品の受領に当たっては、検収を確実に行い、受託

物品の種類、数量、等級、品種等について異常を認めたときは、その結

果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、

受託物品の受領に出荷者が立ち合いその了承を得られたときは、この限

りではない。」というふうに記載されております。 

 

河野朋子委員長 今、条例の確認というか読み上げられましたが、これを基に

先ほどの件ですけど、責任の所在についてはどのように捉えたらよろし

いのでしょうかということですが。 

 

平農林水産課農林係長 今、森山委員がおっしゃられた第４３条、これは受託

物品の受領に関するときの規定です。出荷者から卸売業者のほうに、こ

れを売ってくださいよという申出があったときに、それを卸売業者が受

託するときに卸売業者がきちんと出されたものを確認しなさいよという

規定です。先ほどから検品、検品と言われていますけども、今度は卸売

業者が納入業者に売られたときの話で、こことはまた違うと考えていま

すし、その売買参加者、納入業者に売ったときの話というのは先ほど場
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長も言いましたけども、卸売業者といたしましては売った品物に対して

責任を持つと。ですので、何か悪いものがあれば、すぐ交換できるよう

にしておくということで対応しているということで考えています。 

 

河野朋子委員長 今ので結局、どういう回答になるわけですか。責任は一部に

はあるけれど、ないときもあるということですか 

 

平農林水産課農林係長 卸売業者が売りますよね。その売ったものに対しての

責任は卸売業者が取りますという話です。当然、悪いものがあれば卸売

業者が交換します。 

 

森山喜久委員 どちらにせよ卸売業者のほうで責任を持って販売しているとい

うことの確認ができたということでいいです。 

 

河野朋子委員長 ほかに市場のことについて質疑があれば受けますが、よろし

いですか。 

 

伊場勇副委員長 給食センターへの食材を山陽小野田市場から原則としてとい

うところが今焦点なっているというふうに私も思ってきました。その中

でキャベツが資料の６のような１週間冷蔵庫の中に眠ったものを出して

いる今の状況は、これは事実だということをおっしゃいましたが、これ

からこういったことが起こり得るような体制。これから努力をすると言

われましたけれども、本当に大丈夫なのかというところをもう一度再度

確認したいんですけれども、その辺いかがでしょうか。 

 

髙橋農林水産課参与 今回こういうふうにいろいろな委員の皆さん方から指摘

を受けていますので、こういったことは全て会社のほうにも伝えていま

す。今一層そういった対応については真摯に受け止めて、確実に履行す

るようにということで指導もしてきましたし、今後もそういうふうに努

力していきたいと思います。努力目標ではありませんが、ないという形
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に持っていかせたいと思っています。 

 

伊場勇副委員長 人的要因とかいろいろあった中でこういうことが起こったん

だと思いますけれど、その中身は変わることを前提に努力をするとかチ

ェックをもっとするとかいうと同時に、人が足りてないとかそういうと

ころはないんですか。人数が、人力が。いかがですか。 

 

髙橋農林水産課参与 会社の中の話ですので、私は外から見た形。前は前社長

含め３人で現場におられたのが今は１名減っているという、マンパワー

は減っているという事実はあります。それ以上は申し上げる立場にない

と思います。 

 

髙松秀樹委員 この緊急を要する嘆願書ということで、いろいろな写真が載っ

ていて、ミカンにカビが生えていただの、メークインの傷口にカビが生

えていた、キャベツの外葉が腐っていたとかあるんですけれど、そもそ

もなぜこういう状況になるんですか。 

 

髙橋農林水産課参与 入荷から納品の状況を確認しましたところ、入荷日から

出荷日が空いたものはこのキャベツ１件でした。ほかの物品は前日ある

いは当日の入荷納品という形です。キャベツにつきましては県内産の委

託物品であったということ、買い付け物品ではない県内産の委託出荷者

が出された商品を県内産ということで、これを使おうとしたのではなか

ろうかという判断はされます。そうなりますと買い付けに行った購入先

がどれだけのどういう保管の仕方をしていたかというところまで関わっ

てくることも考えられます。そういったところから会社のほうにはしっ

かりと購入先との調整といいますか、良い品物を入れてもらうように申

し入れる。そういうことで少しでも改善をしていく必要があるのではな

いかと思っています。 

 

髙松秀樹委員 今の説明を聞くとキャベツは置いていたからこうなったと。そ
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のほかは前日に入荷があって、傷口にカビが生えていた、ミカンが腐っ

ていたと。これが正常な状況なんですか、青果物扱いに関して。我々は

スーパーとかで買うんですけど、こういうのは見たこともないんですけ

れど。ということは、中央青果がこれを入荷するときの問題があると思

います。例えば、このミカンとかメークインは同じところから入荷され

ていますか。それとも全然ばらばらのところから入荷されていますか。 

 

髙橋農林水産課参与 いずれも買い付け商品で、購入先は一緒です。 

 

髙松秀樹委員 そこに問題があるんですか、ないんですか。あると思わざるを

得んのですが。 

 

髙橋農林水産課参与 古い商品があったという事実はありますので、その辺り

は購入先にもしっかりと申し入れる必要はあろうかと思います。 

 

髙松秀樹委員 先ほどは給食納入業者に渡った商品が、このミカンみたいに腐

っていた場合は代金をお返しするという話でしたが、市場が入荷したも

のが既に腐っていた場合、それは仕入元に請求をされていますか。 

 

髙橋農林水産課参与 一概にそういう形ではなく、その商品がなかった、請求

がないという場合もあるように聞いています。品物自体全て悪ければ、

値引きということもありますし、その請求自体がないという場合もある

というふうには聞いています。ただ、先ほどの代金をお返しするという、

それはあくまでも原則は商品の交換。既にこれは過去のことですので、

交換は不可能であるからそこで代金の返還というのも一つの手法ではな

いかと申し上げたので、代金を返金するうんぬんというのは、納品業者

さんとの取引については、それぞれのやり方があろうかと思っています。 

 

髙松秀樹委員 この写真というのは過去の話なんですが、今の話では、過去は

商品を返品するという話ですが、これらの商品は全て返品をされたとい
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うことですか。 

 

髙橋農林水産課参与 返品ですか。（「交換」と呼ぶ者あり）納入業者さんと

ですか。（「はい」と呼ぶ者あり）納入業者さんとは交換をしていると

聞いています。 

 

髙松秀樹委員 聞いているというのがよく分からんですけれど、これは場長の

監督する業務外ですか。 

 

髙橋農林水産課参与 競りから数時間ちょっと下に立っていますが、納品業者

さんが検品されているところに私は立ち会っていて、確認して、これだ

け古いものがあるというものを会社の社員さんと話をして、交換されて

いるということも現場で見ています。 

 

髙松秀樹委員 つまり、事実確認がきちんとされていない。これは中央青果の

話だと。場長としては一応確認しているが、その先はよく分かんないと

いうことになるんですね、今の話によると。 

 

髙橋農林水産課参与 現場でも確認していますし、交換をしている姿も確認し

ています。 

 

髙松秀樹委員 この写真のその後なんですが、現在こういった商品は一切入っ

てこないと考えてよろしいですか。 

 

髙橋農林水産課参与 全て良いものではありません。一部傷んだ商品が中に混

ざっている場合があります。 

 

髙松秀樹委員 その一部傷んだ商品は許容範囲内、つまり、こういう青果物の

取引では通常ある傷み物のだということですか。 
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髙橋農林水産課参与 それについては私もはっきりとしたお答えは致しかねま

すが、売り物にはならない商品もあろうと思います。店頭には並ばない

ものも一部あるということです。 

 

髙松秀樹委員 中央青果の決算も出たように聞いていますけれど、一応商売を

していますよね、ここは。それを管理されているのが市場ですよね。通

常の商売では考えられないような取引が行われているというふうに理解

していて、その原因は一体何なのか。この原因究明がされない限り、同

じようなことが続きますが、今、給食納入業者については、いろいろ責

任分担のことを言われましたが、しわ寄せがどこに行くのかと考えると、

いわゆる市場又は中央青果に行くような気がして、今後、中央青果の経

営についても非常に暗雲が立ち込めるような気がしていて、抜本的な解

決策、今、場長は納入元の問題を指摘されましたよね。その辺も含めて

どういう解決策があるんですか。その解決策がないと、我々も非常に心

配で、それは食の安全も含めて、経営のことも含めて心配なんですが、

その辺はいかがですか。 

 

河野朋子委員長 答弁はどなたがしますか。学校給食にかかわらず、市場の経

営問題とか、そういった全体的に今後どうやっていくのかという方向性

について、もし今の段階で何か言えることがあればお答えいただきたい

と思います。 

 

古川副市長 今の御質問ですが、これは中央青果株式会社のこと。とは言いな

がら、市も５０％出資、農協が２５％出資ということで、取締役会等々

で髙松委員が御指摘されたことは、今後検討されるであろうとは思いま

す。そうした中で、市も５０％出資しているということで、市がイニシ

アティブを持ってやるわけにはいきませんので、その辺のサジェスチョ

ン等々についてはしていく必要があろうかなというふうには考えます。 

 

河野朋子委員長 市場全体の今後の経営を含めた在り方についての質問があっ
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て、答弁していただきましたが、ここでは学校給食の食材を通して連合

審査という形を取っていますが、先ほど教育委員会、給食センターとし

ては、大前提は市場が正常な状態あるいは中央青果が会社としてきちん

とそういった業務を行っているという前提の下に、先ほどの資料にて示

された３点があると思うんですけど、その辺りいかがでしょうか。原則

として市の市場を通してほしいというのは、正常な市場があるという前

提の下に、そういった取決めをされていると思うんですが、その辺りは

どうでしょうか。 

 

山本学校給食センター所長 今日お示ししました資料の２に特記事項の１番、

青果物は原則として山陽小野田市地方卸売市場から調達すること。ただ

し、当該市場のみで全量調達できないときや発注仕様に適合した良質な

食材を調達できないときは、ほかの市場から調達してもよいとするとい

うことに今していますが、今の市場の状況というのは、私も聞かせてい

ただいて、今後改めていただけるものと考えています。ただし、このた

だし書き以降の状況ですね。他市場から仕入れるという状況が続くよう

であれば、我々も考え直す必要があるのかなと考えています。この１の

約束事につきましては、地産地消の推進ということと市場の活性化、市

内経済の活性化ということも含めて考えたものです。この原則が揺らぐ

ことはないと思いますが、このような状況が続くのであれば、再考する

必要もあるのかなということも考えています。 

 

河野朋子委員長 連合審査を行った中で担当課別ではありますけど、そういっ

た情報がいろいろ共有できた中で、給食センターとしてのそういった発

言もあったところです。ほかのところで質疑があれば。 

 

岡山明委員 市場とちょっと離れるんですけれど、学校給食ということで、ま

ず学校給食センター基本計画を平成２６年に作られていると思うんです

けれど、今、この学校給食基本計画、センター基本計画ということで、

もともとは学校給食運営委員会が設置されて、今、学校給食というか、
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センターという形が入って、学校給食センター、そういう委員会の設置

があるんですけれど、それは今、継続されていますよね。 

 

山本学校給食センター所長 センター以降も運営委員会はあります。 

 

岡山明委員 給食センター運営委員会の規則の制定という議案が出されて制定

されているという形で給食センターになったんですが、その中で学校給

食運営委員会の設置ということなんですけれど、平成２６年に作られた

計画書なんですけれど、その中に食品選定部会という部会があるみたい

なんですけど、現在、その委員会の中にあるかどうかを確認したいんで

すけれど。 

 

山本学校給食センター所長 運営委員会もありますし、部会の組織もあります。 

 

岡山明委員 食品選定部会を設けられているという状況で、今回こういう食材

に関する問題がいろいろ出て、トラブルが出ているんですけど、その辺

はこの食品選定部会で議題になっていないんですか。ちょっと確認した

いんですけど。 

 

山本学校給食センター所長 議題になっていません。前回の審査会で申し上げ

ましたが、給食センターに入ってくる青果物につきましては、納入業者

様が一つずつ検収した結果だと思います。悪いものは入っていないと認

識しています。そういった中で議論になっていないということです。 

 

岡山明委員 実際問題、総務と産建、合同で審査を行っている。食材の部分で

もめているという状況でしょ。当然、食品選定部会は、先ほどあったけ

れど、ジャガイモにしても、今まではジャガイモという表現が、今回は

メークインや男爵と、そういう名称まで変えてきているという状況の中

で、やはりこの選定部会のほうで、そういう形も必要であると。当然、

前回の連合審査でもあったけれど、やはり問題になったのはマニュアル
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が全然できていないという状況で、そういう審査会の部会の中で、そう

いうマニュアルの必要な部分というか、その辺の考え方というか、それ

も部会の中で、じゃあ、そういう部会も部会の形で、給食の食材に対す

るそういうマニュアルの推進を進めていくという形を私は進める必要が

あったと思うんですけれど、その辺はどうなっていますか。進んでいな

いというのは。 

 

河野朋子委員長 答えられますか。 

 

山本学校給食センター所長 今回作っております仕様書につきましても、ちょ

っとこの特記仕様はないんですが、その仕様書につきましては運営委員

会の委員さんから御意見を頂きながら作成したものです。当然、整備さ

れていないというか、抜けている部分もあると思いますので、運営委員

会の委員の意見を頂きながら改善を図りたいと思っています。 

 

岡山明委員 そういう形でもあるんでしょう。私も前回の連合審査の中でセン

ター長が言われたのが、小野田市場から仕入れるという原則が守られず

に他市場から納入するような状況であれば、センターのほうから市場の

ほうに改善の要求をするという話をされています。今、髙松委員からは

不良品の購入に対する解決策は何だ、どうなんだという状況の中で、副

市長が言われたのが、取引に対する改善をしっかり進めていくと。そう

いう部分で初めて産業建設との連合審査としての答えが出たなという状

況なんですけれど、そういう意味で今後を思ったときに、もう少し総務

側のほうも、それの部分をちょっと煮詰めていただきないなという状況

で、何かあれば、最終的には総務のほうの応援もするけれど、今、髙松

委員も言われたとおり、副市長が言われたとおりの解決策が産業建設に

対しては若干出たんじゃないかなと私は今思っています。個人的に思っ

ているんですけれど。 

 

河野朋子委員長 それは感想ですか。 
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岡山明委員 感想です。 

 

河野朋子委員長 分かりました。質疑ではないようです。未確認の事項がそれ

ぞれの担当課から調査というか、聞き取りなどを通して示されたと思い

ます。かといって全てが解決したわけでもないと思います。今言われる

ように給食に関しては、こういった特記仕様は作ったものの、さっきも

言われましたけれど、健全な市場が前提で市場を通してほしいというよ

うなことを作られているということが分かりましたし、市場の様子を聞

いてみましても、努力をするとか改善するというふうな、どっちかと言

えば余り具体性がまだまだ足りてない部分もたくさんあったというふう

にはお見受けしました。いろいろこれから変えていこうとされているの

は分かりますが、もっともっと具体的な仕組みとか体制の改善が必要な

のではないかということが、連合審査を通じて皆さんの質疑の中から出

てきたことだと思いますが、一緒に審査することによって、給食センタ

ーのほうも市場のことがよく分かったと言われましたし、市場にしてみ

ても、食材が給食センターに入った後に、どのようになっているかとい

うことも共通認識できたと思いますので、今後はそれぞれ課題が委員会

ごとに出てきたと思いますので、さらにそれを深めてもらうというか、

ここまでいろいろ聞き取りなどしていただいて、事実が明らかになりま

したので、まだまだ、これから解決でいかなくなくてはいけないという

ことがそれぞれあると思いますが、今後はそれぞれの委員会でさらに深

くいろいろ調査していくというふうな方向ではどうかなというふうに委

員長として皆さんに投げ掛けてみたいと思いますが、その辺について皆

さん御意見はいかがでしょうか。 

 

中村博行委員 確認と言いますか、お願いと言いますか、こういうふうに連合

審査でやってきました。前回の委員会の中で髙松委員から、総務では農

林は呼べないからというふうなお話があったと思うんですね。学校給食

に関して農林も兼ね合いがあれば、状況に応じて総務委員会のほうにも
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農林が出席されるというのが一番良い方法ではないかと思うんですけれ

ど、その辺の考え方についてお尋ねしたいと思います。 

 

河野朋子委員長 それはどなたにお尋ねですか。議会のことです。（発言する

者あり）執行部ですか。執行部が答えますか。執行部としての考え。 

 

古川副市長 所管の委員会にしか出ないというスタンスは本市では取っていま

せん。ですから、議案の審査で予算編成のときでも、人勧が出た場合の

人件費の説明のときに人事課の職員が、本来は人事課は総務文教の所管

ですけど、民生福祉に出て人事院勧告の説明をし、必要とあらば、申し

付けがありましたら関係参与として、その審査に必要ではないのに呼ば

れるというのは、私どももいかがかと思いますけど、審査する上に必要

とあらば、縦割りの部署というのではなく、それは今でもやっています

し、今後も可能だというふうに考えます。 

 

髙松秀樹委員 議会運営のことなんですけれど、ということは議会側が要求す

れば所管外の委員会も出席されるというふうになりますけれど、それで

よろしいですか。 

 

古川副市長 所管外と言いますか、今でも議案審査等で関係があれば、人事の

者が出ていますし、逆に、建設関係の場合、埴生複合施設の建設の関係

の場合でも建築課の者が出て説明をしています。ですから、審査される

内容について詳しい者が説明するのもやぶさかではないですので、その

代わり、余り関係ないのに何でもかんでも呼ばれるというのは、やはり

議会のほうで精査はしていただくということと、やはり、執行部のほう

に要請があるときには、それ相応の協議なりをして、手続を踏んでやっ

ていただきたいというふうには考えます。 

 

髙松秀樹委員 分かっています。もちろん議案とか必要なときの話をしている

んですよ。そういうときに議会側でこういう議案の内容で、この部署の
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出席要求をしますということに対して、それを飲まれるんですかという

ことです。 

 

古川副市長 今でも建築関係ですと建設部を呼んでいらっしゃるんじゃないで

すかね。（発言する者あり）今、私が言ったのは基本的に執行部が説明

をする上で、他の委員会に行っていたと。今後、議会から説明があった

場合にどのような形にするかということですね。極端に言ったら、この

委員会で商工労働課呼ぶとか、いろいろな課を呼ぶとかいう話のその辺

はまた今後協議をよくさせていただこうと思います。先ほど私が言った

のは、いろんなところに出ているというのは、こちらが説明をしたいが

ために行っているので、議会からそういうのがあったら、それはケース・

バイ・ケースというか、必要に応じて協議させていただく。多分今まで

もそれをやっていたんじゃないかと思うんですけれど、その辺のことは

過去を精査しなくては分かりませんけれど、髙松委員が言われたように、

議会からの要請があったら、それは無条件ではなくて、協議させていた

だくということでとどめたいと思います。 

 

河野朋子委員長 確認がありました。そのようにそれぞれの担当の委員会でさ

らに今後課題があったと思いますので、それぞれで調査していくという

ことで、今後市場が正常化し、学校給食に安全安心な食材が使われると

いうことを進めていっていただきたいと思います。以上で連合審査会を

閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

 

 

令和元年（２０１９年）６月１２日 

 

               総務文教常任委員長  河 野 朋 子   

 産業建設常任委員長  中 村 博 行   

午後３時４８分 散会 


